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＜専攻科課程＞ 

観点５－５－①： 教育の目的に照らして，準学士課程の教育との連携，及び準学士課程の教育か

らの発展等を考慮した教育課程となっているか。 

  （観点に係る状況） 

専攻科の教育目的，教育方針及び学習・教育目標は，各専攻においても定められており「専攻科

学生の手引」に明記されている。専攻科の授業科目は準学士課程の授業科目を基礎とし，基礎知識

の融合，より高度な内容への発展，応用力の育成，などが図られるように構成・配置されており，

教育の目的に記載されているように実践的かつ創造的な研究・開発能力を育成する内容となってい

る。また，専攻科の各授業科目と準学士課程の授業科目の結びつきは，機械・電気工学，物質工学，

建設工学の専攻ごとに明示されており，「専攻科学生の手引」によって学生に周知されている。さ

らに，各科目のシラバスにおいても準学士課程の科目との相互関係や発展性が示されている（資料

５−５−①−１，２）。 

 

  （分析結果とその根拠理由） 

準学士課程の授業科目との連携を考慮した教育課程になっている。専攻科授業科目と準学士課程

の授業科目間の関連は明確になっている。すべての専攻において，専攻科に配置される授業科目は

教育の目的を達成するものであり，準学士課程における一般科目及び各学科の専門科目を基礎とし

て，高度化，統合化，応用化を目指すようになっている。そして，準学士課程５年，専攻科課程２

年の連続性及び発展性のある７年間一貫教育課程となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



高知工業高等専門学校 基準５ 

 

- 154 - 
 

資料５－５－①－１

「機械工学科，電気工学科，機械・電気工学専攻の７年間一貫教育の科目関連図」（１／２） 

（出典 平成 24 年度 準学士シラバスと専攻科学生の手引より）
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資料５－５－①－１

「機械工学科，電気工学科，機械・電気工学専攻の７年間一貫教育の科目関連図」（２／２） 

（出典 平成 24 年度 準学士シラバスと専攻科学生の手引より）



高知工業高等専門学校 基準５ 

 

- 156 - 
 

  

資料５－５－①－２

「準学士課程からの発展による授業科目の例」 

 
（出典 平成 24 年度専攻科学生の手引）
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観点５－５－②： 教育の目的に照らして，授業科目が適切に配置され，教育課程が体系的に編成さ

れているか。また，授業の内容が，全体として教育課程の編成の趣旨に沿って，教

育の目的を達成するために適切なものとなっているか。 

  （観点に係る状況） 

専攻科の授業科目は各専攻の学習・教育目標(資料５－５－②－１～３)を達成するために必要な

構成・配置が図られている。授業科目は，一般科目，専門基礎科目，専門共通科目，専門科目に分

類され(資料５－５－②－４～６)，それらの関連性と体系性が保たれている(資料５－５－②－７

～９)。また授業科目はその一般性，専門性に基づき必修科目，必修選択科目，選択科目に分類さ

れ配置されている(資料５－５－②－４～６)。一般科目は主に必修科目，専門基礎科目は必修選択

科目，専門共通科目及び専門科目は選択科目に設定されている。専門共通科目の「生産工学特論」

は，機械・電気工学専攻においては設計分野のコア科目として必修科目に設定されている（資料５

－５－②－10）。専門科目の中で重要な「特別実験」と「特別研究」は全専攻とも必修科目であり，

一部の専門科目においても各専攻で重要な科目については必修科目としている。すべての授業科目

は６つの学習・教育目標ごとに分類・体系化されており(資料５－５－②－７～９)，準学士課程か

らの連続性を保ちながら学年の進行とともに学習・教育目標の達成が図られるようになっている

（資料５−５−①—１）。 

 専攻科の目的である「実践的かつ創造的な研究開発能力」を育むために全専攻で１年，２年とも

に「特別実験」と「特別研究」を配置している。シラバスには，「JABEEとの関連」，「授業の目標等」，

「授業の計画・方法等」，「到達目標」，「成績評価の方法・基準」等が記載されている。 

機械・電気工学専攻では専門科目の中に機械工学と電気工学の両分野に共通する関連科目を配置

しており，また「特別実験」においても両分野の実験ができるようにし，機械工学と電気工学の融

合を図っている。 

 

  （分析結果とその根拠理由） 

本校専攻科の教育目的である「実践的かつ創造的な研究開発能力を持つ高度な技術者を育成する」

ことを達成するために，各専攻では具体的な学習・教育目標を定め，これに対応するように授業科

目の内容を決定し，目標に到達するために段階的な履修が可能となるように，各授業科目を適切に

配置している。また，教育課程が体系的に編成されており，授業内容が全体として教育課程の編成

の趣旨に沿って，教育の目的を達成するために適切なものになっている。 



高知工業高等専門学校 基準５ 

 

- 158 - 
 

 

資料５－５－②－１

「機械・電気工学専攻の学習・教育目標」 

 
１ 基本的人格と社会的責任（技術者倫理）  
 (A)社会との関わりに配慮した，徳性豊かで風格高い人間・技術者  

①地球環境と人間社会の相互関係を認識し，技術的活動が環境に与える影響について理解できること  

②人間社会の要素である経済・文化・宗教について認識し，地球規模での人間・文化・技術的活動の依存関

係を理解できること  

③技術的活動における数多くの問題事例を討論し，疑似体験等を通して技術者の社会的責任を理解できるこ

と 

 
２ 基礎的技術の修得と専門的技術の活用（技術者知識）  
 (B)早期一貫教育による数学・自然科学や機械工学または電気工学に関する専門的な知識・技術  

①数学の基礎知識をもとに，応用数学，代数・幾何や解析学に関する知識を理解しそれらを応用できること 

②物理，化学等の基礎知識をもとに，物理学に関する知識を理解し応用できること，また，化学，生命科学

等の自然科学に関する知識の理解を広げること  

③機械工学か電気工学のいずれかの各分野における専門的基礎知識・技術を理解・修得すること  

④機械工学と電気工学の融合領域を学ぶための専門基礎となる機械工学概論，電気工学概論・電子工学概論，

制御工学，情報処理や実験科目に関する知識・技術を理解・修得すること 

 

(C)実験・実習を重視して培われた実践的技術  
①具体的な現象に対して，装置などを用いて適切なデータ収集・処理ができること。さらに，得られた結果を，専門的

知識や方法により分析し，考察できること  

②技術的問題解決の方法や結果・考察について，適切な方法や手段を選び，第三者に対して要領よく正確に説明

できること 

 

(D)環境，福祉等の地域のニーズに対応できるエネルギー，制御・情報，設計を含む機械・電気を融合した知
識・技術  

①環境問題の改善に役立つエネルギーに関連した知識・技術を学習し，環境分野に関連した技術的な要請や課題

に適用できること  

②福祉の増進に役立つ制御・情報に関連した知識・技術を学習し，福祉分野における技術的な要請や課題に適用

できること  

③機械と電気の融合，複合領域における技術的な要請や課題に対し，幅広い視点に立った設計に関わる知識・技

術を適用できること 

 

(E)世界に飛躍するために必要な基礎的語学力やコミュニケーション能力  
①日本語でわかりやすく実用的な文章が書けること。また，相手の話を正しく理解し，それに適切に応答できること。

さらに自分の考えを相手に正しく伝えられること  

②英語の基本構造(文法)を確実に身に付け，一般的および専門的な英文も辞書さえあれば「読み」，｢書き｣できるこ

と  

③英語による技術的な内容に関するコミュニケーションに積極的になれること  

④外国語の勉強を通して，日本語との発想や論理の違いを理解し，異文化に触れ，国際的に通用する視点を持つ

こと 

 

３ 豊かな創造力と行動力（技術者能力）  
 (F)豊かな創造力・指導力を持ち，技術的諸問題を主体的に解決する能力  

①機械工学及び電気工学に関する専門的知識や実践的技術を基礎として，学術的な研究課題に対する自主的な

調査・計画・研究等を通して，継続的に技術的問題に取り組めること  

②機械工学または電気工学に関する基本的な専門知識の上に，より高度で専門的な機械工学及び電気工学に関

する総合知識を理解し，技術的諸問題に自ら取り組み解決できるように，実際のデータ処理や解析・考察を通じて実

践できること  

③機械工学及び電気工学に関する専門的問題に対して柔軟に対応でき，系統的にまとめられること  

④要求される課題に対して必要な技術や科学を使いこなすことのできる豊かな創造力と企画力を持つこと 

（出典 平成 24 年度専攻科学生の手引）
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資料５－５－②－２

「物質工学専攻の学習・教育目標」 
 
１ 基本的人格と社会的責任（技術者倫理） 

(A)人間生活と自然環境との調和の重要性を理解し，社会に対して責任を持つことのできる風格高い人
間・技術者 

①地球環境との関わりの中で科学技術のあり方を学び，法律，経済，価値観，文化など幅広い教養基礎知識を理解

し，相互理解を深めること 

②技術者の社会的責任を，数多くの問題事例，疑似体験等を通して理解すること 

 
２ 基礎的技術の修得と活用（技術者知識） 
(B)早期一貫教育による数学，自然科学，情報技術や化学及び生物に関する専門基礎知識 

①７年一貫教育として低学年から継続的な数学および物理の基礎を理解し，さらに応用力をつけること 

②情報技術の基礎知識を理解し，さらに応用力をつけること 

③単位，化学量論，移動現象などの化学工学の基礎を理解し，さらに応用力をつけること 

④化学及び生物に関する基礎的な専門知識を理解すること 

 

(C)実験・実習を重視した実践的技術 
①７年一貫教育として低学年から継続的に実践的技術を習得すること  

②高度な専門分野の実践的技術を習得すること  

 

(D)地域の特性を生かした，新素材・バイオ・環境保全・情報などに関する専門応用知識 
①新素材，生物工学および環境工学に関する知識や技術を習得すること  

②情報技術を化学および生物分野へ応用する能力を身につけること  

③これらの専門知識・技術と地域特性の融合について学習すること  

 

(E)日本語による記述力やプレゼンテーション能力，さらに世界に飛躍するために必要な英語によるコミ
ュニケーション能力 

①日本語の体系的な記述方法やコミュニケーション能力の基礎を身につけ，さらにプレゼンテーション能力やコミュニ

ケーション能力を向上させること  

②専門英語文献の講読を念頭においた英語の基礎を理解し，「聞く」，「読む」の技能に重点をおいて TOEIC テストに

対応できる実践的な英語能力を身につけ，「話す」，「聞く」に焦点をあて英語によるコミュニケーション能力の向上を目

指すこと  

③学術的な研究課題を総合的にまとめ，論理的な記述力を高めること  

 

３ 豊かな創造力と行動力（技術者能力） 
(F) 豊かな創造力を持ち技術的諸問題を主体的に解決する能力と，技術者として地域社会へ積極的に貢
献する行動力 

①新素材・バイオ・環境保全・情報などに関する専門的知識や実践的技術を基礎として，学術的な研究課題に対する

自主的な調査・計画・研究などを通してデザイン能力とマネージメント能力を養い，さらに継続的に技術的問題に取り

組めること  

②化学および生物に関する基本的な専門知識の上に，より高度で専門的な総合知識を理解し，技術的諸問題に自主

的に取り組み解決できるように，実験データの処理や解析・考察を通じて実践できること（自主的な学習能力）  

③新素材・バイオ・環境保全・情報などに関する専門的問題に対して柔軟に対応できる能力や系統的にまとめる能力

を身につけること（継続的な学習能力）  

④卒業研究，特別研究などを通して，地域社会から要求される課題に対して必要な専門知識や技術を使いこなすこと

のできる豊かな創造力および企画力，行動力を養い，与えられた制約の下で計画的に仕事を進め，まとめられること 

（出典 平成 24 年度専攻科学生の手引）
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資料５－５－②－３

「建設工学専攻の学習・教育目標」 

 
１．基本的人格と社会的責任（技術者倫理） 

(A)社会との関わりに配慮した，徳性豊かで風格高い人間・技術者 
①地球環境との関わりの中で科学技術のあり方を学ぶ 

②法律，経済，価値観，文化など幅広い教養基礎知識を理解し，相互理解を深める 

③技術者の社会的責任を，数多くの問題事例，疑似体験等を通して理解する 

 

２．基礎的技術の修得と活用（技術者知識） 
(B)早期一貫教育による数学・自然科学や専門基礎に関する知識 

①７年一貫教育として低学年から継続的な数学知識と応用を理解する 

②自然科学の基礎から物理学的素養を中心とした継続的な自然科学知識を理解する 

③建設工学の専門的基礎知識を理解する 

④幅広い分野での物理現象の応用理解を深める 

 

(C)実験・実習を重視した実践的技術 
①７年一貫教育として低学年から継続的に実践的技術を習得する 

②高度な専門分野の実践的技術を習得する 

 

(D)地域特性を生かした環境・防災・情報などを含む総合的知識 
①低学年から継続的に最新情報技術の基礎知識を習得する 

②高知県地域に必須の環境・防災・情報等の知識を総合的に学ぶ 

③専門的知識や防災に関する知識を系統的に理解する 

④幅広い工学基礎知識を理解する 

 

(E)世界に飛躍するために必要な基礎的語学力やコミュニケーション能力 
①日本語の記述方法・表現能力の基礎とそのプレゼンテーション能力やコミュニケーション能力を向上させる 

②基礎的な英語表現能力から，専門英語文献購読のための英語基礎構造を理解する 

③「聞く」，「読む」の技能に重点をおいて TOEIC テストに対応できる実践的な英語能力を身につける 

④「話す」，「聞く」に焦点をあてた英語によるコミュニケーション能力の向上を目指す 

⑤いろいろな言語とその文化・社会について広い視野から触れる 

⑥技術的な研究課題を総合的にまとめ，論理的な記述力を高める 

 

３．豊かな創造力と行動力（技術者能力） 
(F)豊かな創造力・指導力を持ち，技術的諸問題を主体的に解決する能力 
 基本的な専門知識と実践的技術から，基礎的な学術研究課題を継続的かつ主体的に取り組む 

 より高度で専門的課題や技術的諸問題に対して適応できる能力を身につけ，豊かな創造力と企画力を養う 

 

（出典 平成 24 年度専攻科学生の手引）
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資料５－５－②－４

「機械・電気工学専攻の開講科目一覧」 

（出典 平成 24 年度専攻科学生の手引）
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資料５－５－②－５

「物質工学専攻の開講科目一覧」 

（出典 平成 24 年度専攻科学生の手引）
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資料５－５－②－６

「建設工学専攻の開講科目一覧」 

（出典 平成 24 年度専攻科学生の手引）
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資料５－５－②－７

「機械・電気工学専攻の授業科目関連図」 

 

（出典 平成 24 年度 JABEE 対応教育プログラム「機械・電気工学」履修の手引）

(F) 豊かな創造力・指導力を持ち，技
術的諸問題を主体的に解決する能力

３．豊かな創造力と行動力（技術者能力）

(E) 世界に飛躍するために必要な基礎
語学力やコミュニケーション能力

(D) 環境，福祉等の地域のニーズに対応できるエネルギー，
制御・情報，設計を含む機械・電気を融合した総合知識・技術

(B) 早期一貫教育のよる数学・自然科学や機械工学
または電気工学に関する専門的な知識・技術

日本語表現
総合英語Ⅰ，総合英語Ⅱ
英語演習Ⅰ，英語演習Ⅱ
RSドイツ語，RS中国語

科学技術英語

２．基礎技術の修得と活用（技術者知識）

卒業研究
特別研究

科学技術英語

(A)社会との関わりに配慮した，徳性
豊かで風格高い人間・技術者

１．基本的人格と社会的責任（技術者倫理）

【 設 計 】

生産工学特論

生産工学

設計工学

S材料科学

Sｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ工学

S強度設計学

ｴﾈﾙｷﾞｰｼｽﾃﾑ工
学

ｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ実装
工学

S電気電子回
路工学

【 制御・情報 】

ロボット工学

ﾒｶﾄﾛﾆｸｽ

Sセンサ工学

Sﾃﾞｨｼﾞﾀﾙ制御

RS応用情報処理

RSﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽｼｽﾃﾑ

電子回路Ⅱ

電磁波工学

通信工学

S画像処理論

【 エネルギー 】

エネルギー変換工学

流れ学

熱力学

ｴﾈﾙｷﾞｰ工学

S流体力学

S伝熱工学

ｴﾈﾙｷﾞｰ環境論

ﾊﾟﾜｰｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ

Sﾊﾟﾜｰｴﾚｸﾄﾛﾆｸ
ｽ特論

【 機械系科目 】

機械ﾃﾞｻﾞｲﾝⅡ

機械力学

計測工学

電気･電子工学

ｴﾈﾙｷﾞｰ環境論

材料学Ⅱ

材料力学Ⅱ

計算機演習

制御工学

振動工学

【 共通科目 】

応用数学A
応用数学B
応用物理C
RS代数学･幾何学

RS現代物理学B
RS生命科学

S物性工学

数学概論A,B
応用数学C
RS解析学

RS現代物理学A
RS一般化学

S環境工学特論

卒
業
研
究

特
別
研
究

設
計
製
図
Ⅱ 創

造
性
教
育
セ
ミ
ナ
｜

(C) 実験・実習を重視した
実践的技術

電気回路Ⅱ

ﾈｯﾄﾜｰｸ工学演習Ⅱ

電気･電子材料

情報通信ﾈｯﾄﾜｰｸ

ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙ信号処理

【 電気系科目 】

電磁気学Ⅱ

制御工学

情報工学

機械工学基礎

機械工学

技術者倫理
S地域産業経済論 S校外実習

哲学
環境地理学
人間と科学技術

RS世界文化論
RS法学A RS法学B
RS経済学 RS心理学

特
別
実
験

工
学
実
験
Ⅰ
・
Ⅱ

電
子
制
御
実
験

創
造
工
学
実
験

創
造
設
計
演
習

工
学
基
礎
演
習
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資料５－５－②－８

「物質工学専攻の授業科目関連図」 

 

（出典 平成 24 年度 JABEE 対応教育プログラム「物質工学」履修の手引）
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資料５－５－②－９

「建設工学専攻の授業科目関連図」 

 

（出典 平成 24 年度 JABEE 対応教育プログラム「建設工学」履修の手引）
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資料５－５－②－10

「生産工学特論のシラバス」 

 

（出典 平成 24 年度専攻科学生の手引）
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観点５－５－③： 教育課程の編成又は授業科目の内容において，学生の多様なニーズ，学術の発展

の動向，社会からの要請等に配慮しているか。 

  （観点に係る状況） 

学問的動向，社会からの要請等に対応するために，本校専攻科では他専攻の授業科目の履修や放

送大学を含む他の高等教育機関の授業科目の履修を認めている(資料５－５－③－１～５)。他の高

等教育機関で認定された単位は16単位を越えない範囲で専攻科における修得単位とみなせるよう

になっており，平成19年度からは高知大学との単位互換制度も実施している(資料５−５−③−６，７)。

平成20年度及び21年度において，高知大学との単位互換制度を利用し，単位取得を行っている。 

また，社会からの要請に対応することを目的として「専攻科インターンシップ」を平成15年から

実施している。専攻科インターンシップは２年次の特別研究の一環として，地元企業との産学協同

教育プログラムとして実施されている(資料５－５－③－８～13)。また，海外インターンシップと

して平成22年度，23年度と応募を行い，平成22年度にはタイのヤマハ発動機(株)へ専攻科生を派遣

し，研修を行った(資料５－５－③－13)。さらに，大学におけるインターンシップとして大阪大学，

広島大学と協定を結んでいる(資料５－５－③－14，15)。 

英語力向上に対する学生のニーズや社会の要請に配慮するために，年２回TOEIC試験の受験を義

務付けており，そのための英語の補習授業も毎週開催している(資料５－５－③－16，17)。また，

本校では年に２回TOEIC IPテストを全専攻科学生対象に行っている(資料５－５－③－18，19)。 

観点６－１－⑤で述べるように，本科卒業生及び専攻科修了生へのアンケートや就職先企業への

アンケートを実施し(資料６−１−⑤−１〜６)，社会からの要請に対応した教育課程の編成を行って

きている。また，外部評価機関として「参与会」の意見も教育課程の編成に反映している。機械・

電気工学専攻においては，平成22年度から機械と電気の融合を強化したカリキュラムに改訂した。

その一例として「設計工学基礎演習」と「電気工学基礎演習」の２つの科目を統合し「工学基礎演

習」を設置した。「工学基礎演習」は，それぞれの分野について同時に学ぶことのできる科目設定

がされている。また，基礎学力向上のため，平成24年度は「ロボット工学」において，外国人講師

による英語の講義を実施している（資料５－５－③－20）。建設工学専攻では， アンケートの結果

を受け，想像力，問題解決能力の観点から専攻科1，2年生を対象に「建設工学演習」の中で，エン

ジニアリング・デザイン教育を行っている。 

 

  （分析結果とその根拠理由） 

 他専攻の授業科目の履修や大学等における授業の履修が認められており，学生の多様なニーズ，

学術の発展動向に配慮した制度が整っている。高知大学との単位互換制度を利用し，単位取得が行

われており有効に活用されている。専攻科インターンシップは地元企業との共同研究的な側面を持

たせた実践的な教育プログラムで，様々な企業からの要請に応えると同時に，派遣された専攻科に

対して大きな教育効果を上げている。一方社会からの要請等に対応してTOEIC受験を義務づけてお

りそのために必要な補習授業を行っている。これは専攻科生の英語力向上に結びついており，就職

や大学院進学時に役立っている。 

 以上のことから，教育課程の編成又は授業科目の内容において，学生の多様なニーズ，学術の発

展の動向，社会からの要請等に配慮している。 
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資料５－５－③－１

「他専攻の授業科目および他の教育施設の授業科目の履修」 

 （他専攻の授業料目の履修） 

第１２条 本校の他専攻で開設されている選択科目の履修を希望する者は，授業担当教員及び関連専

攻主任の許可を得たうえで，履修届を事前に校長に提出しなければならない。なお，その授業科目

を履修のうえ修得した単位は，８単位を超えない範囲で，専攻科における授業科目の履修とみなし，

単位の修得を認定することができる。 

 

 （他の教育施設の授業科目の履修） 

第１３条 他の高等専門学校の専攻科及び大学等（以下「大学等」という。）で開設されている授業

科目の履修を希望する者は，高知工業高等専門学校大学等における学修に関する規程（平成６年１

２月８日制定）に基づき，「大学等における学修許可願」を，校長に提出しなければならない。な

お，その授業科目を履修のうえ修得した単位は，１６単位を超えない範囲で，専攻科における授業

科目の履修とみなし，単位の修得を認定することができる。 

（出典 高知工業高等専門学校専攻科の履修等に関する規程）

資料５－５－③－２

「大学等における学修に関する規程」（１／２） 

高知工業高等専門学校大学等における学修に関する規程 

 （趣旨） 

第１条 高知工業高等専門学校学則の第１４条の２，第１４条の３及び第２７条の２に規定する本校

以外の教育施設等における学修（以下「大学等における学修」という。）については，この規程の

定めるところによる。 

 （大学等における学修） 

第２条 大学等における学修とは，次の各号の一に掲げる学修をいう。 

 (１) 他の高等専門学校における学修（学則第１４条の２） 

 (２) 大学又は短期大学における学修（学則第１４条の３） 

 (３) その他文部科学大臣が別に定める学修（学則第１４条の３） 

  ① 大学の専攻科又は短期大学の専攻科における学修 

  ② 高等専門学校の専攻科における学修 

  ③ 専修学校の専門課程のうち修業年限が２年以上のものにおける学修で，本校において高等専

門学校教育に相当する水準を有すると認めたもの 

  

（出典 高知工業高等専門学校大学等における学修に関する規程）



高知工業高等専門学校 基準５ 

 

- 170 - 
 

 

 

資料５－５－③－２

「大学等における学修に関する規程」（２／２） 

 

  ④ 平成１８年文部科学省告示第３３号に基づき，国又は法人等が実施する技能審査で，全国的

な規模で実施され適性かつ公平であり一定の条件を満たした知識及び技能に関する審査におけ

る成果に係る学修で，別表に掲げるもの  

 (４) 外国の高等学校又は大学における学修（学則第２７条の２） 

 （学修手続） 

第３条 学生は，大学等における学修を行おうとするときは，大学等における学修許可願（様式１）

に，その学修の許可及び内容を証明する書類を添えて，校長に提出するものとする。 

２ 前条第３号④による学習を行おうとする場合には，大学等における学習許可願（様式１）の提出

をする必要はない。 

 （単位認定申請） 

第４条 学生は，大学等における学修を行い，単位の認定を受けようとするときは，大学等における

学修単位認定申請書（様式２）に，その学修を証明する単位修得証明書，成績証明書又は合格証明

書等を添えて校長に申請するものとする。 

 （修得単位の取扱い） 

第５条 修得単位は，単位修得の認定申請を行った年度に在籍する学年の当該年度の単位とする。 

２ 第２条に基づく学修の単位の認定は，次の各号の定めによるものとする。 

（１）2月末日までに申請のあったものについては，当該年度内に行うものとする。 

（２）第２条(1)(2)(3)による修得単位数の上限はあわせて３０単位とする。 

    ただし，在学中における技能審査による認定単位数の上限は１０単位とし，語学系（海 

外英語研修を含む）で６単位以内，情報系で６単位以内，専門系で６単位以内とする。 

 （３）第２条(4)による修得単位数の上限は３０単位とする。 

 （４）同一の技能審査において上位の審査基準に合格したも場合は，当該上位の単位数と既に認定

された単位数との差を修得単位として認定する。 

（５）外国人留学生に限り，日本語能力検定および日本漢字能力検定の合格者に対して単

位習得を認定する。  

（６）語学系および情報系の認定単位は一般科目，専門系の認定単位は専門科目とする。

 

（出典 高知工業高等専門学校大学等における学修に関する規程）
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資料５－５－③－３

「大学等における学修許可願」 

  

             （出典 高知工業高等専門学校大学等における学修に関する規程） 
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資料５－５－③－４

「大学等における学修単位認定申請書」 

           

  

（出典 高知工業高等専門学校大学等における学修に関する規程）
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資料５－５－③－５

「放送大学で修得した単位の認定」 

  

（出典 平成 24 年度専攻科学生の手引「履修要領」）
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資料５－５－③－６

「高知大学との単位互換制度」 

 

（出典 高知大学と高知工業高等専門学校における単位互換に関する協定書についての覚書）



高知工業高等専門学校 基準５ 

 

- 175 - 
 

  

資料５－５－③－７

「高知大学との単位互換制度による聴講学生に係る成績」 

（出典 平成 20 年度第１学期聴講学生に係る成績について）
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資料５－５－③－８

「産学協同教育プログラム協定書（高知県工業会）」 

 

（出典 産学協同教育・研究に関する協定書）
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資料５－５－③－９

「産学協同教育プログラム（専攻科インターンシップ）概要」 

 

（出典 産学共同教育プログラム実施要項）
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資料５－５－③－10

「産学協同教育プログラム（専攻科インターンシップ）実施スケジュール例」 

 

（出典 産学共同教育プログラム実施要項）
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資料５－５－③－11

「産学協同教育プログラム（専攻科インターンシップ）実施報告例」 

 

（出典 平成 22 年度特別研究論文集） 
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資料５－５－③－12

「産学協同教育プログラム（専攻科インターンシップ）実施実績」 

（出典 学生課教務係資料）
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資料５－５－③－13

「海外インターンシップ実施報告会及び発表の様子」 

 

 

（出典 高知高専だより 第 114 号） 
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資料５－５－③－14

「大阪大学への実習生派遣に関する覚書」 

  

（出典 高知工業高等専門学校から大阪大学工学部・大学院工学研究科への実習生派遣に関する

覚書）
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資料５－５－③－15

「広島大学との教育研究交流に関する協定書」 

  
（出典 国立大学法人広島大学総合科学部・大学院総合科学研究科と独立行政法人国立高等専門

学校機構高知工業高等専門学校との間における教育研究交流に関する協定書）
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資料５－５－③－16

「平成 23 年度 TOEIC 勉強会出席希望調査」 

 

（出典 教務主事室資料）
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資料５－５－③－17

「平成 22 年度 TOEIC 勉強会出席状況」 

 

（出典 教務主事室資料）
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資料５－５－③－18

「平成 23 年第１回 TOEIC 試験受験結果」 

 

    

（出典 教務主事室資料）
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資料５－５－③－19

「平成 23 年第２回 TOEIC 試験受験結果」 

 

  

（出典 教務主事室資料）
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資料５－５－③－20

「ロボット工学のシラバス」 

 

（出典 平成 24 年度専攻科学生の手引）
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観点５－６－①： 教育の目的に照らして，講義，演習，実験，実習等の授業形態のバランスが適切

であり，それぞれの教育内容に応じた適切な学習指導法の工夫がなされているか。 

  （観点に係る状況） 

専攻科の授業科目は，高度な知識の修得だけでなく，教育の目的にある「実践的かつ創造的な研

究開発能力を育成」を達成するために，講義，実験，演習，研究の４つの授業形態すべてが採用さ

れている(資料５－６－①－１)。授業形態は授業科目ごとにシラバスに記載されている(資料５－

６－①－２～６)。１学年には知識の習得を行う授業科目が多いため，各専攻とも講義の比率が高

いが，２年次には特別研究の割合が増え，実践力，創造力の養成に比重が置かれるようになってい

る。また実験科目(特別実験)は１，２学年を通じて一定の割合で組み込まれている。専門科目の授

業科目はすべて少人数で実施されており，教員によるきめ細かな指導が行えるようになっている。 

専攻科学生全員が１台ずつノートパソコンを持ち，演習や実験におけるレポート作成，研究にお

けるデータ整理やプレゼンテーション作成などに活用している。また携帯情報端末が全専攻科生に

貸与されており，携帯情報端末やノートパソコンは無線LANを介してインターネットと接続されて

いるため，授業で課された様々な課題に対する調査，授業担当教員，指導教員との連絡や課題の提

出などで利用されている。 

英語教育においては，「英語演習Ⅰ」，「英語演習Ⅱ」ではネイティブの教員による対話型の英語

教育がなされており，携帯情報端末を利用した単語テストなども課題として行われている(資料５

－６－①－７)。 

「技術者倫理」では，学内の教員による講義だけでなく，学外講師としてさまざまな企業の第一

線で活躍している人たちを招き，講演による授業を行っている(資料５－６－①－８，９)。また同

じく「技術者倫理」では少人数のグループ単位での調査・討論・発表を行うなど，授業内容に応じ

た工夫をしている。 

 

 

  （分析結果とその根拠理由） 

 専攻科の教育目標である「実践的かつ創造的な研究開発能力をもつ高度な技術者の育成」を達成

するために，講義科目を中心に，演習，実験，研究を適切に組み合わせて，学習・教育目標とする

能力等を身につけさせる工夫を行っている。また，少人数授業，情報機器の活用，外部講師による

授業など，それぞれの教育内容に応じた学習指導法の工夫がなされている。 

これらのことから，本校の専攻科では教育の目標に照らして，講義，演習，実験，研究等の授業

形態のバランスが適切であり，それぞれの教育内容に応じた適切な学習指導法がなされている。 
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資料５－６－①－１ 

「授業形態の割合」 

 

専攻 学年 講義 演習 研究 実験 

機械・電機
1 年 36 6 4 4 

2 年 14 2 10 4 

物質 
1 年 34 4 4 4 

2 年 14 2 10 4 

建設 
1 年 28 8 4 4 

2 年 14 4 10 4 

（単位数） 

（出典 平成 24 年度専攻科学生の手引より抜粋） 
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資料５－６－①－２

「講義科目のシラバス例」 

 

（出典 平成 24 年度専攻科学生の手引）
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資料５－６－①－３

「演習科目のシラバス例」 

 

（出典 平成 24 年度専攻科学生の手引） 
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資料５－６－①－４

「研究科目のシラバス例」 

 

（出典 平成 24 年度専攻科学生の手引） 
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資料５－６－①－５

「実験科目のシラバス例」 

 

（出典 平成 24 年度専攻科学生の手引）
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資料５－６－①－６

「情報処理科目のシラバス例」 

 

（出典 平成 24 年度専攻科学生の手引）
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資料５－６－①－７

「英語演習のシラバス例」 

 

（出典 平成 24 年度専攻科学生の手引）
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資料５－６－①－８

「技術者倫理のシラバス」（１／２） 

 

（出典 平成 24 年度専攻科学生の手引）
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資料５－６－①－８

「技術者倫理のシラバス」（２／２） 

 

（出典 平成 24 年度専攻科学生の手引）
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資料５－６－①－９

「平成 23 年度「技術者倫理」外部講師実績一覧」 

（出典 学生課教務係資料）
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観点５－６－②： 教育課程の編成の趣旨に沿って，シラバスが作成され，事前に行う準備学習，

教育方法や内容，達成目標と評価方法の明示等，内容が適切に整備され，活用さ

れているか。 

  （観点に係る状況） 

シラバスは毎年作成し，全専攻科生に年度当初配付する「専攻科学生の手引」内に収録している。

またシラバスは本校専攻科のウェブサイトからの参照も可能になっている(資料５－６－②－１)。

シラバスの作成方法は統一されており(資料５－６－②－２)，各授業においては最初の授業時にシ

ラバスのコピーを配付し，授業開始にあたってその内容を説明することを授業担当教員に義務付け

ている。 

教育課程における当該科目の位置づけ及び関連科目との連続性を受講学生が把握できるように

している。１単位の講義及び演習においては，それぞれ30及び15時間の自学自習を行うようにして

いる。例えば「構造解析特論」では， 60時間以上の自学自習を義務づけさせる取組みとして，毎

回課題レポートを課している(資料５－６－②－３)。 

年度末に行う学生による授業評価アンケートでは，シラバスどおりに授業が行われたかを問う質

問項目があり，その結果は学生にも公表される。また教員は，この結果をもとに授業進度のチェッ

クや成績評価においてシラバスを活用し，授業の改善や次年度のシラバスに反映している。 

 

  （分析結果とその根拠理由） 

専攻科のシラバスでは，JABEEとの関連，到達目標と成績評価の基準等が明確に定められている。

「専攻科学生の手引」，携帯端末やウェブサイトでいつでも見られるようになっており，最初の授

業で配布・説明も義務づけられているので，学生にはよく周知されている。また，自学自習時間に

ついては課題提出などにより確認している。 

これらのことから，教育課程の編成の趣旨に沿って，シラバスが作成され，事前に行う準備学習，

教育方法や内容，達成目標と評価方法の明示等，内容が適切に整備され，活用されている。 
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資料５－６－②－１

「平成 24 年度高知高専ウェブサイトでのシラバス公開」 

 

（出典 高知高専ウェブサイト）
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資料５－６－②－２

「シラバス作成の手引」（１／２） 

（出典 教務委員会資料）
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資料５－６－②－２

「シラバス作成の手引き」（２／２） 

（出典 教務委員会資料）
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資料５－６－②－３

「自学自習の実施例（構造解析特論）」 

 

 

 

（出典 授業担当教員の教務手帳より抜粋）
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観点５－６－③： 創造性を育む教育方法の工夫が図られているか。また，インターンシップの活

用が図られているか。 

  （観点に係る状況） 

学習・教育目標「豊かな創造力と行動力」(技術者能力)に対応する科目のうち，創造力を育む教

育を担っている科目として，「特別実験」，「特別研究」が行われている(資料５－６－③－１)。「特

別研究」においては，研究課題に対するアプローチの方法の調査・検討から，研究の遂行方法，研

究結果の取りまとめまで，学生に主体的に取り組ませ，特に研究内容・方法について学生自ら創意

工夫をこらしてデザインさせることが目的のひとつになっている。特別研究において得られた成果

は最終的に論文としてまとめられるが(資料５－６－③－２)，それにとどまらず将来の発展性を学

生自ら外部にアピールする取り組みも積極的に行っており，成果を上げている。 

また，建設工学専攻では，「特別実験」，「特別研究」の他に「建設工学演習」の中でも創造力を

育む教育を行っている。「建設工学演習」においては，設定した課題に対する課題解決策を，学生

が自ら見出し互いにコミュニケーションを計り，チームワークを駆使して協同し，それらを学習体

験できるエンジニアリング・デザイン教育に対応する教育を行っている(資料５−６−③—３)。 

「技術者倫理」においてはさまざまな実例をもとに，それぞれが実例の立場に立った場合を想定

させ，少人数のグループ単位で調査，討論，取りまとめ，報告を行わせている(資料５－６－③－

４)。 

専攻科インターンシップは単なる企業実習ではなく，企業が直面している課題の解決を目指して，

本校教員と専攻科生が企業の技術者と共同で２～４ヶ月もの長期間取り組む，課題解決型の教育プ

ログラムである。２学年の後期に企業と連携して課題を設定し，企業の実際の開発現場で２～４ヶ

月の長期間にわたり，課題を解決するための多面的なアプローチを学ぶと同時に，技術者としての

創造性が養われるよう工夫して取り組んでいる(資料５－５－③－８～13)。平成15年度から平成23

年度の間でこれまで海外インターンシップを含め合計18名が専攻科インターンシップに参加して

いる。 

 

 

  （分析結果とその根拠理由） 

創造性を育む教育は，機械・電気工学専攻及び物質工学専攻では「特別実験」及び「特別研究」，

建設工学専攻では，さらに「建設工学演習」の中で行われている。また「専攻科インターンシップ」

「技術者倫理」も創造性の育成に活用されている。これらの授業科目を通して総合的に創造性を育

む教育の工夫がされている。「専攻科インターンシップ」は継続的に実施されており，これまで18

名（海外インターンシップを含む）が参加し，それぞれ成果を上げている。 
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資料５－６－③－１

「特別研究のシラバスの例」 

 

（出典 平成 24 年度専攻科学生の手引）
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資料５－６－③－２

「特別研究論文概要の例」 

 

（出典 平成 22 年度高知高専専攻科特別研究論文概要集）
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資料５－６－③－３

「建設工学演習シラバス」 

 

（出典 平成 24 年度専攻科学生の手引）
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資料５－６－③－４

「技術者倫理レポート例」（１／２） 

 

（出典 平成 23 年度技術者倫理レポート集）
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資料５－６－③－４

「技術者倫理レポート例 」（２／２） 

 

（出典 平成 23 年度技術者倫理レポート集）
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観点５－７－①： 教育の目的に照らして，教養教育や研究指導が適切に行われているか。 

（観点に係る状況） 

本校専攻科の教育目的を達成するための教育方針の「(2)広い視野をもち，国際性に優れ，強調性と

指導力のある風格の高い人間・技術者の養成」を目指して，専攻科においても教養を身につけるため

に一般科目が８単位開設されている。必修科目として，「英語演習Ⅰ」，「英語演習Ⅱ」，「技術者倫理」，

選択科目として「地域経済産業論」が開設されている。これらの科目では，一方的な講義ではなく，

教員と学生，学生相互で意見をだし，適宜討論を取り入れながら考えるといった工夫がされた授業形

態になっている（資料５－７－①－１）。 

「特別研究」においては，自主的な研究への取り組みを促すため，指導教員が年度当初に予定テー

マを提示し，学生の工学的興味をできるだけ尊重し，協議したうえで研究テーマを決定している(資料

５－７－①－２)。研究の指導体制は主として指導教員１名で行われているが，特別研究論文などにお

いては，分野の近い教員２名による副査を行っている。また技術職員が実験の補助など研究指導の支

援を行っているテーマもある。研究の進捗状況は指導教員が管理すると同時に，１年次終了時の中間

発表会における研究成果の報告を義務づけて各専攻全体でも研究の進捗状況を把握している(資料５

－７－①－３)。また，２年次には毎年４月に開催される中国・四国地区高専専攻科生研究交流会での

発表を義務付けており，他の学会等における研究発表も推奨し，高いレベルを維持している。 (資料

５－７－①－４)。 

 

 

（分析結果とその根拠理由） 

 教養を身につけるために一般科目として８単位開設され，これらの科目では，一方的な授業ではな

く，双方向の授業形態，学生の調査・思考の重視などの教養獲得の工夫がなされている。 

 特別研究において，学生が自主的に研究へ取り組めるように，工学的な興味を尊重したテーマ設定

が行われている。学生は指導教員から，２年間にわたり，研究内容だけでなく，専門分野の一般的基

礎学力，論文作成を通しての文章や図表の表現方法，研究への取組姿勢などについて指導を受ける。

また，２年次に開催される中国・四国地区高専専攻科生研究交流会での発表を義務づけ，他の学会等

における研究発表も推奨して高いレベルを維持している。 
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資料５－７－①－１

「双方向授業形態の一例」 

 

（出典 平成 24 年度専攻科学生の手引）
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資料５－７－①－２

「研究テーマ及び指導教員の一覧（平成 23 年度）」 

 

（出典 教務主事室資料）
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資料５－７－①－３

「特別研究中間発表報告例」 

 

（出典 平成 22 年度特別研究中間発表概要集）
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資料５－７－①－４ 

「専攻科学生による学会発表と学会誌への論文掲載件数」 

 

年度 修了人数 地区学会 全国学会 国際会議 学会誌等 平均業績数 学会表彰 

21 20 14 44 2 1 3.1 1 

22 23 13 32 9 1 2.4 4 

23 31 21 42 8 4 2.4 3 
※ 修了年度ごとに，専攻科課程二年間分の業績を集計した。在学中に投稿し，修了後に発表したものも含む。 

 

（出典 特別研究論文集 第９号～第 11 号の抄録） 
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観点５－８－①： 成績評価・単位認定規定や修了認定規定が組織として策定され，学生に周知さ

れているか。また，これらの規定に従って，成績評価，単位認定，修了認定が適

切に実施されているか。 

  （観点に係る状況） 

本校専攻科では「専攻科の授業科目の履修等に関する規程」によって，成績評価基準，単位認定

基準を定めている(資料５－８－①－１)。成績評価は，定期試験等の成績及び平素の学習状況等を

総合して100点法により評価し，60点以上に評価された科目はその単位を修得したものとして認定

することを明記している。60点未満に評価された科目のうち選択科目及び必修選択科目については，

別紙様式の「専攻科再試験受験願」(資料５−８−①−２)により次の学期の定期試験期間中に再試験

を受験することができる。また，定期試験を病気その他止むを得ない事由により受験できなかった

者は，「専攻科追試験受験願」（資料５−８−①−３）により追試験を受験することができる。 

「履修要領」には，修了要件及び修了認定規定が定められている(資料５－８－①－４)。 

これらはすべて「専攻科学生の手引」に記載されており，年度当初に学生に配布される。また，

４月初旬に全専攻科生オリエンテーションにおいても説明が行われ，学生に周知している。また各

授業科目の成績評価方法はそれぞれの科目のシラバスに記載されており，最初の授業時に授業担当

教員から説明がなされ，成績評価はシラバスどおり厳格に行われている。それを証明するために各

授業科目について，シラバス，学年成績を算出した一覧表，学年成績を算出した方法を記載した説

明書，60点以上の期末試験の答案，最高得点の期末試験の答案を一括して保管している(資料５－

８－①－５～７)。また，成績評価に関して，学生は担当教員に説明を求め意見を述べることがで

きる。 

修了認定は運営会議において行われている(資料５－８－①－８)。 

 

 

 （分析結果とその根拠理由） 

 「専攻科の授業科目の履修等に関する規程」によって成績評価基準，単位認定基準が定められ，

「専攻科学生の手引」に掲載する事により学生への周知を図っている。シラバスでは授業科目ごと

の評価基準を記載し，「専攻科学生の手引」，携帯端末，ウェブサイトや授業を通じて学生に周知を

図っている。修了判定については運営会議によって慎重かつ厳格に行っている。 

 以上のことから，成績評価・単位認定，修了認定が適切に実施されている。 
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資料５－８－①－１

「専攻科の授業科目の履修等に関する規程」 

 （成績の評価） 

第７条 授業科目の成績評価は，定期試験等の成績及び平素の学習状況等を総合して行うものと

する。 

２ 授業科目の欠課時数が，当該科目の授業時数の３分の１を超えるものに対して，評価は行わ

ない。 

３ 成績の評価は，１００点法で評価する。必要のある場合，次の区分のいずれかによって表わ

す。 

区分 点 １００点～８０点 ７９点～７０点 ６９点～６０点 ５９点～０点 

Ⅰ 優 良 可 不可 

Ⅱ A Ｂ Ｃ Ｄ 

４ 通年科目の成績評価は，後期に行う。 

５ 特別研究は，「合・否」で評価する。 

 （単位の認定） 

第８条 前条第３項の規定に基づき，区分Ⅰにより優，良及び可（区分ⅡによりＡ，Ｂ及びＣ）

に評価された授業科目については，当該科目を修得したものとして，単位を認定する。 

２ 特別研究については，「合」の評価によりその単位を修得したことを認定する。 

 （再試験） 

第９条 第７条第３項の規定に基づき，区分Ⅰにより不可（区分ⅡによりＤ）に評価された授業

科目のうち，選択科目及び必修選択科目については，次の学期の定期試験期間中に再試験を行

うことができる。再試験は，別紙様式３の「専攻科再試験受験願」を，試験開始の１ヶ月前ま

でに校長に提出し，その許可を得た者に対し実施するものとする。再試験に合格した場合は，

評点を６０点に改める。 

 （再履修） 

第１０条 第７条第３項の規定に基づき，区分Ⅰにより不可（区分ⅡによりＤ）に評価された授

業科目のうち，必修科目は，次年度に再履修するものとする。 

 （修了要件等） 

第１１条 専攻科の修了要件は，学則第５５条第１項に規定するもののほか，別に定める修了に

必要な修得単位数を修得しなければならない。 

 

（出典 平成 24 年度専攻科学生の手引）
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資料５－８－①－２

「専攻科再試験受験願」 

 

（出典 平成 24 年度専攻科学生の手引）

  

（別紙様式３）  

  

専  攻  科  再  試  験  受  験  願  

  

平成   

 

 

年   

 

 

月   

 

 

日  

  

高知工業高等専門学校長  殿  

  

平成   

 

 

 

 

 年度入学     

 

 

  工学専攻     

 

学年  

   

 
 

 

 

          

氏  名  

  

  下記科目の再試験の受験を申請しますので，ご許可くださるようお願いします。  

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      記  

  

１．受験科目・担当教員  

再  試  験  科  目  名  授  業  担  当  教  員  氏  名・印  

              

 

  印  

 

注１  試験開始日の１ヶ月前までに，担当教員及び専攻主任の認印を受け，学生課教務係へ提出すること。 

 

注２  必修科目は，原則として再履修しなければならない。  

 

注３  再試験対象は，成績評価がＤ（不可，５９～０点）であるもののうち，選択または選択必修科目の

み。 

 

注４  出席時数不足の科目は，再試験の対象とならない。   

  
  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

 

 

 

 

 

 

      

専攻 

主任 
  



高知工業高等専門学校 基準５ 

 

- 219 - 
 

資料５－８－①－３

「専攻科追試験受験願」 

 

（出典 平成 24 年度専攻科学生の手引）

  

（別紙様式２） 

 

専  攻  科  追  試  験  受  験  願  

  

平成   

 

 

年   

 

 

月   

 

 

日  

  

高知工業高等専門学校長  殿  

  

平成   

 

 

 

 

 年度入学     

 

 

  工学専攻     

 

学年  

   

 
 

 

 

        

 
 

 

 

          

氏  名  

  

  下記の事由により，下記の追試験の受験を申請しますので，ご許可くださるようお願いします。  

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  記  

 

１．受験申請理由  

  

  

  

  

２．受験科目・担当教員  

追  試  験  科  目  名  授  業  担  当  教  員  氏  名・印  

  
            

           印  

  
            

           印  

  
                

           印  

  
            

           印  

  
            

           印  

  
            

           印  

注１  担当教員及び専攻主任の認印を受け，学生課教務係へ提出すること。  

  ２  病気の場合には，医師により作成された診断書またはそれに替わるものを添えること。  
  

専攻  

主任  
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資料５－８－①－4

「履修要領」 

（出典 平成 24 年度専攻科学生の手引）
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資料５－８－①－５

「学年成績を算出した一覧表例」 

（出典 パワエレ特論成績資料）

資料５－８－①－６

「学年末試験の 60 点以上の答案例」 （現地閲覧資料） 

資料５－８－①－７

「学年末試験の最高点の答案例」   （現地閲覧資料） 



高知工業高等専門学校 基準５ 

 

- 222 - 
 

  

資料５－８－①－８

「修了認定を行った運営会議議事録」 

 

 

（出典 平成 23 年度第 12 回運営会議議事録）
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（２）優れた点及び改善を要する点 

（優れた点）  

＜準学士課程＞ 

 シラバスは教育課程の編成の趣旨に沿って編成され，記載内容が統一されている。進級・卒業基準

が明確であり，それが厳密に実施されている。特別活動で人間の素養の涵養がなされるように，カリ

キュラムに考慮されている。また，電気情報工学科，環境都市デザイン工学科への学科名称変更を行

い，学術の発展動向を見据えた教育課程の編成にした。 

＜専攻科課程＞ 

地元企業のニーズに応える課題解決型の産学協同教育プログラム(専攻科インターンシップ)が実施

されている。また，専攻科課程においては，機械工学と電気工学の融合を目指した機械・電気工学専

攻が設置され，準学士課程の専門性に限定されない発展性のある教育がなされている。 

 

 

（改善を要する点）  

＜準学士課程＞ 

該当なし。 

＜専攻科課程＞ 

 専攻科インターンシップの実施数の向上が課題である。また，創造性を育む教育方法のさらなる工

夫が必要と考えられる。 

 

 

（３）基準５の自己評価の概要 

＜準学士課程＞ 

一般科目及び専門科目の学年配置は，各学科の学習教育目標に沿って設定されたものであり，その

授業科目関連図から教育課程の体系化が確保されている。授業内容は教育課程の編成の趣旨に沿って，

教育の目的を達成するために適切なものになっている。 

 他高等教育機関での学修の単位認定，校外実習による単位認定が，学校規則として整備されている。

また，専攻科教員は本科教員が兼ねており，専攻科教育との連携は十分実施されている。学生の多様

なニーズ，学術の発展動向，社会からの要請に対応した教育課程の編成に配慮している。 

 カリキュラム設計では教育の目的に照らして，適切な授業形態が配慮されている。各授業はその教

育目的に照らして，授業担当教員がシラバスを作成し，教育内容に応じた適切な学習指導法の工夫を

しており，創造性を育む教育方法の活用も行われている。 

 進級基準，卒業基準とも学生に周知されている。また，進級は進級判定会議，卒業は卒業判定会議

で，全教員によって審議され，厳格に実施されている。 

 特別活動計画書より教育課程の編成において，人間の素養の涵養への取り組みがなされており，特

別活動報告書でそれが確実に実施されていることが確認できる。 

 クラブ，学生会関係の学校行事には，全教員が積極的に参加しており，教育の目的に照らして，生

活指導面や課外活動等において，人間の素養の涵養が図られるよう配慮されている。 
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＜専攻科課程＞ 

専攻科課程においては，教育目的，教育方針の下に，各専攻で具体的な学習・教育目標が設定されて

おり，それの達成に必要な内容の科目が準学士課程の科目との関連性を持たせて7年一貫教育という観

点から配置されている。学習・教育目標と科目との対応は明確になされており，科目の一般性，専門性

を考慮して必修科目，必修選択科目，選択科目に分類された，体系的な教育課程になっている。 

「実践的かつ創造的な研究開発能力を持つ高度な技術者の育成」を達成するために，特別研究が大き

な役割を果している。学生の主体的な取り組みを通じて実践力，創造力を育むとともに，一定以上の研

究成果が得られるよう外部における研究発表を義務付けている。そのため校外における研究発表実績も

多く目に見える成果を上げている。 

専攻科インターシップは地元企業の直面している課題に学生と教員が一体になって取り組む実践的

な課題解決型のユニークな教育プログラムである。実施例では学生の教育効果は非常に大きく今後一

層の推進が望まれるが，共同研究的な趣旨から必ずしもすべての要望に応えられないため実施数が限

られているのが課題である。 


